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東久留米市学校給食運営協議会設置要綱 

平成１９年１月２６日教委訓令乙第２号 

改正 

平成２２年５月１０日教委訓令乙第１０号 

平成２４年５月２１日教委訓令乙第１２号 

（目的及び設置） 

第１ 小中学校給食に保護者及び学校栄養職員並びにその他の学校給食関係者の意見を反

映させることにより、学校給食の充実を図ることを目的として教育委員会に学校給食運

営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２ 協議会は次に掲げる事項について協議を行うものとする。 

（１）献立に関すること 

（２）食育に関すること 

（３）学校栄養職員並びにその他の学校給食関係者と保護者との連携に関すること 

（４）小中学校給食の前年度実績の報告に関すること 

（５）その他学校給食の運営に関し必要と認める事項 

（組織） 

第３ 協議会は、次に定めるものをもって組織する。 

 （委員の選任） 

第４ 委員は次に掲げる者とし、その人数以内のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

（１）市立各小学校の保護者（代表）  １３名 

（２）市立各中学校の保護者（代表）   ７名 

（３）市立各小学校の副校長（代表）   １名 

（４）市立各中学校の副校長（代表）   １名 

（５）市立小学校の栄養士（代表）    ２名 

（６）市立小学校の給食調理員（代表）  ２名 

（７）市立中学校の栄養士（代表）    １名 

（８）市立小中学校給食受託事業者   各１名 

（９）教育委員会教育部学務課長     １名 

 （委員の任期） 

第５ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。但し、委員の欠けた場合における後任委

員の任期は前任者の残任期間とする。 

（座長及び副座長） 

第６ 協議会に座長１名及び副座長１名を置く。 

２ 座長は、委員が互選する。 

３ 副座長は、座長が指名するものとする。 

４ 座長は、協議会を主催する。 
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５ 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代

理する。 

（協議会の開催） 

第７ 協議会は、各年度の保護者（代表）選任後、原則として学期に１回開催する。ただ

し、緊急に協議を必要とする事項が発生した場合はこの限りとしない。 

（委員以外の者の出席） 

第８ 協議会は、会議に委員以外の者に出席を要請し、意見又は説明を聴くことができる。 

（事務局） 

第９ 協議会の庶務は、教育部学務課で処理する。 

（その他） 

第１０ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、座長が協議

会に諮って定めるところによる。  

付 則 

この訓令は、平成１９年１月２６日から施行する。 

   付 則（平成２２年５月１０日教育委員会訓令乙第１０号） 

この訓令は、平成２２年６月１８日から施行する。 

   付 則（平成２４年５月２１日教育委員会訓令乙第１２号） 

この訓令は、平成２４年６月１５日から施行する。 

 

 


